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新型コロナウイルスＢ１．１．５２９系統（オミクロン株）の感染が確認された 

陽性者等の療養期間及び濃厚接触者の扱いについて（更新） 

 

 日頃より、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた生徒の出欠席の扱い等に係るこれまでの対応についても、ご

協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

 この度の派生株ＢＡ．５系統への置き換わりによる感染者急増を受け、厚生労働省より新たな考え方が示

されましたので、昭島市公立学校における児童・生徒の出欠席の扱いを以下のようにいたします。生徒が濃

厚接触者となった場合の待機期間については変更がありますので、ご理解をお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 生徒が陽性者となった場合の療養期間について 

  ア 生徒に発熱、のどの痛み等の症状があり、検査の結果、陽性と判定された場合は、発症日の翌日か

ら１０日間を療養期間とします。この場合の陽性判定は所謂「みなし陽性」を含みます。 

  イ 生徒に症状はないが、家族に感染等があり、生徒本人の検査の結果、陽性と判定された場合は、７

日間を療養期間とします。但し、この７日間の期間中に何等かの症状が現れた場合は、症状の現れた

日の翌日から１０日間を療養期間とします。 

 

２ 同居する家族等が陽性者となり、生徒が濃厚接触者となった場合の待機期間について 

 ア 感染した家族が入院、宿泊施設での療養、一時的な別居等により、生徒との完全隔離ができた場合

は、陽性となった家族を隔離した日の翌日から５日間を生徒の自宅での待機期間とします。 

 イ 感染した家族が住居内で感染症対策を講じて自宅療養をしている場合は、マスク着用、手洗い・手

指消毒の実施、日用品の併用を避ける等の感染症対策を講じた翌日から５日間を生徒の自宅での待機

期間とします。 

 ウ 感染した家族が感染対策をせずに自宅療養している場合は、感染した家族の療養期間終了日の翌日

から５日間を生徒の自宅での待機期間とします。 

 

なお、ア～ウのいずれの待機期間も出席停止として扱い、欠席日数には含まれません。また、５日間の

生徒待機期間中に別の家族が新たに発症した場合は、生徒の自宅での待機期間は新たな家族の発症日の翌

日から５日間に延長されます。 

 

３ その他 

 ・ この取扱は、令和４年７月２２日から適用となります。 

 ・ 保健所や担当医からの指示がこれと異なる場合は、学校までご連絡ください。 

 ・ 生徒と同居する家族等の職場等で感染者が発生し、生徒と同居する家族等が濃厚接触者と判定され

た場合、生徒が登校を控える必要はありませんが、生徒に体調不良がある場合は自宅で療養させてく

ださい。この場合も出席停止として扱います。また、濃厚接触者と判定された家族等が何等かの体調

不良を発症した場合や陽性者に転じた場合は、生徒が濃厚接触者になったものとみなして自宅療養を

お願いします。 

【 裏面に続きます 】 



   今後、国や東京都から新たな取扱が示された場合や新たな変異株が出現した場合はこの扱いは必要に応

じて、変更されます。 

  また、新型コロナウイルス感染症に関する生徒の出欠席の扱い等で、ご不明な点等がありましたら、副

校長までご連絡ください。 

 

 

 

【連絡先】昭和中学校 副校長 原島芳郎 

                            電話：５４１－００６５ 

 

 


